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令和６年第２回平川市教育委員会会議録（概要） 

 
 
 
１　開催日時　　　令和６年２月１５日（木）午後１時５５分 
 
２　閉会日時　　　令和６年２月１５日（木）午後４時 
 
３　場 所　　　平川市役所本庁舎　委員会室３ 
 
４　出 席 者　　　（教 育 長）須々田孝聖 

（１番委員）清藤文仁（３番委員）加藤恒有 
（４番委員）中嶋静賢 

　　　　　　 
５　欠 席 者　　　（２番委員）工藤泰子（５番委員）葛西万博 
 
６　署 名 者　　　（１番委員）清藤文仁（４番委員）中嶋静賢 
　 
７　説 明 者　　　一戸事務局長、髙阪学校教育課長、工藤指導課長、 
　　　　　　　　　後藤生涯学習課長、赤平スポーツ課長兼学校給食センター所長 
 
８　会議録作成者　葛西学校教育課長補佐、佐々木学校教育課主事 
 
９　議事 
（１）議案 
　　　議案第１号　令和６年度学校教育指導の方針と重点（案）について 
　　　議案第２号　令和６年度社会教育行政の方針と重点（案）について 
　　　議案第３号　令和６年度平川市図書館運営の方針と重点（案）について 
　　　議案第４号　令和６年度スポーツ行政の方針と重点（案）について 
　　　議案第５号　令和６年度平川市学校給食センター運営の方針と重点（案）に

ついて 
　　　議案第６号　県費負担教職員の人事異動について 
 
１０　各課からの報告 
（１）日程等 
（２）令和５年度平川市立小・中学校卒業式告辞について 



- 2 - 

（３）令和５年度平川市立小・中学校卒業式日程について 
（４）令和６年度平川市立小・中学校入学式祝辞について 
（５）令和６年度平川市立小・中学校入学式日程について 
（６）その他 
 
１１　会議の大要 

午後１時５５分に教育長が開会を宣言する。会期を１日とし、会議録署名委

員を前項６のとおり指名する。議案６件を審議した。 
 

１２　会議の状況 
 教育長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 

これより令和６年第２回平川市教育委員会を開会いたします。 
案件の説明者は教育委員会事務局長、及び各課長にお願いしま

す。 
会議録記録者には学校教育課の葛西補佐、佐々木主事にお願い

します。 
委員及び説明者は、発言する際には挙手の上、議長の許可を得

てから発言されますようお願いいたします。 
日程第２、会議録署名委員の決定について議題とします。 
会議規則第２３条に基づき、本委員会の会議録署名者は、１番

清藤委員、４番中嶋委員を指名します。 
日程第３、会期の決定について議題とします。本定例会の会期

は、本日１日としたいと思いますが、これに異議ありません

か。 
（異議なし） 
異議なしと認め、本定例会の会期は、本日１日と決しました。 
日程第４、教育長報告に入ります。 
（教育長報告の要旨を説明） 
教育長報告について、何か質問ありませんか。（一同なし） 
それでは日程第５、議事に入ります。今回は議案が６件となっ

ております。はじめに、議案第１号　令和６年度学校教育指導

の方針と重点（案）について議題とします。事務局長に提案理

由と案件の説明を求めます。 
 
（議案第１号　令和６年度学校教育指導の方針と重点（案）に

ついて説明。）詳細につきましては、指導課長より説明させま

す。 
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指導課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育長 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
生涯学習課長 
 
 
 
 
 
 
 
教育長 
 

 
令和６年度の学校教育指導の方針と重点につきましては、昨年

度、県の「学校教育指導の方針と重点」に係る改訂に合わせて、

全面的な見直しを行いました。次年度に向けても、その見直し

の方針として、県の改訂箇所に関わる部分についての吟味を進

めつつ、平川市としての課題や思いを踏まえたメッセージを残

した改正案とした、という内容です。県教育委員会、中南教育事

務所、平川市教育委員会とそれぞれにバラバラな方針や重点が

示されて学校が混乱しないように配慮しつつも、平川市として

の重点が伝わるように改正しております。なお、朱書き版の中

の青文字部分が、主に平川市としてのメッセージを示した箇所

となります。改正箇所につきましては、改正箇所を朱書きとし

たものと、別添「学校教育指導の方針と重点　新旧対照表」、並

びに必要に応じて参考として配付しております「青森県教育委

員会の令和６年度学校教育指導の方針と重点」をご覧ください。 
 
ただいまの説明に対して、質問ありませんか。（一同なし）な

いようですので、議案第１号については、原案どおり決しま

す。次に、議案第２号　令和６年度社会教育行政の方針と重点

（案）について議題とします。事務局長に提案理由と案件の説

明を求めます。 
 
（議案第２号　令和６年度社会教育行政の方針と重点（案）に

ついて説明。）詳細につきましては、生涯学習課長より説明さ

せます。 
 
方針ですが、現行では社会教育基本計画の「基本理念」としてお

りましたが、「基本方針」へと改正しております。次に重点で

す。「１０　芸術家・文化人の紹介」について現行では「市内在

住や出身の芸術家・文化人について、情報の整理と発信に努め

る。」としておりましたが、「市内在住や出身の芸術家・文化人

および作品の情報を整理し、発信に努める。」と改正しておりま

す。 
 
ただいまの説明に対して、質問ありませんか。（一同なし）な

いようですので、議案第２号については、原案どおり決しま
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事務局長 
 
 
 
図書館長 
 
 
 
 
 
 
教育長 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
スポーツ課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育長 

す。次に、議案第３号　令和６年度平川市図書館運営の方針と

重点（案）について議題とします。事務局長に提案理由と案件

の説明を求めます。 
 
（議案第３号　令和６年度平川市図書館運営の方針と重点

（案）について説明。）詳細につきましては、図書館長より説

明させます。 
 
重点「２　図書館サービス体制の充実」について、現行では

「ホームページを活用した情報提供の促進」としておりました

が、今年度から活用している図書館のフェイスブックやエック

ス（旧ツイッター）などにより情報発信を行っておりますので

「ホームページやＳＮＳを活用した情報提供の促進」へと改正

しております。 
 
ただいまの説明に対して、質問ありませんか。（一同なし）な

いようですので、議案第３号については、原案どおり決しま

す。次に、議案第４号　令和６年度スポーツ行政の方針と重点

（案）について議題とします。事務局長に提案理由と案件の説

明を求めます。 
 
（議案第４号　令和６年度スポーツ行政の方針と重点（案）に

ついて説明。）詳細につきましては、スポーツ課長より説明さ

せます。 
 
令和５年７月２０日に日本オリンピック協会の役員会があり、

第８０回の国民スポーツ大会が青森県で開催されることが正式

決定されました。それにより、方針について、現行では「令和

８年度開催予定の国民スポーツ大会開催に向けた準備に取り組

む」としておりましたが「令和８年度開催の青の煌めきあおも

り国スポ開催に向けた準備に取り組む」と改正しております。

重点につきましても、同じく「予定」を「開催」へ、「国民ス

ポーツ大会」を「青の煌めきあおもり国スポ」等へと改正して

おります。詳細は新旧対照表をご覧ください。 
 
ただいまの説明に対して、質問ありませんか。 
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清藤委員 
 
 
 
 
指導課長 
 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
教育長 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
給食センター

所長 
 
 
 
 
教育長 
 
清藤委員 
 

 
重点の１　年齢や性別、「障がい」等とありますが、先日東奥

日報でもこの表記の仕方について話題となっておりました。市

役所では「障がい」の表記をどうするか決まりはあるのでしょ

うか。 
 
学校教育指導の方針と重点では、学校が漢字を使う、使わない

で迷わないように、県教育委員会から発出される文書に合わせ

て「発達障害」のように害は漢字で表記するようにしておりま

すが、福祉、スポーツ分野から届く文書ではひらがな表記とな

っているなど、教育委員会内でも表記の仕方が混在していると

いうのが現状です。 
 
市ホームページを見ると、福祉部ではひらがなを使っていま

す。 
 
他にありませんか。（一同なし）ないようですので、議案第４

号については、原案どおり決します。次に、議案第５号　令和

６年度平川市学校給食センター運営の方針と重点（案）につい

て議題とします。事務局長に提案理由と案件の説明を求めま

す。 
 
（議案第５号　令和６年度平川市学校給食センター運営の方針

と重点（案）について説明。）詳細につきましては、給食セン

ター所長より説明させます。 
 
本案につきましては、改正となった部分はありません。重点　

３　食育推進の「学校給食に関する情報、指導資料等の提供」

について、令和５年度から平川市のアカウントをラインで友達

登録いただくと給食の献立等が調べられるようになっておりま

す。 
 
ただいまの説明に対して、質問ありませんか。 
 
表現の仕方で「地元食材の積極的な活用と地産地消率の促進」

について、率を生かすのであれば「地産地消率の向上」とし、
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中嶋委員 
 
 
 
給食センター

所長 
 
 
教育長 
 
 
 
加藤委員 
 
 
 
指導課長 
 
 
教育長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

促進を生かすのであれば「地産地消の促進」とする表現の方が

良いと思います。 
 
本市においては、少しでも地産地消を促進し地元食材の使用率

をあげようと努力し、こだわって給食を提供してきた経緯があ

ります。 
 
第３次食育推進計画で、地元産食材の使用割合を２０％以上を

目指すこととしておりますので、「地産地消率の向上」とした

いと思います。 
 
このことについては、課内で検討することとし、現段階では

「地産地消率の向上」がよいのではないかということとしま

す。他に何かありませんか。 
 
「学校給食の充実のための学校、家庭・地域との連携強化」と

表記されていますが「・」と「、」の使い分けについてお知ら

せください。 
 
「・」は隣同士を共に扱う際に使用されます。離せない、併用

の関係である場合に「・」を使用します。 
 
今後は「・」や「、」を少なくし、「と」や「や」でつなぐ工

夫が必要かもしれません。 
その他、何かありませんか。（一同なし）ないようですので、

議案第５号については、原案どおり決します。次に、議案第６

号　県費負担教職員の人事異動についてですが、本定例会の最

後に非公開にて行うことといたします。 
続いて、日程第５、各課からの報告に入ります。まずは、学校

教育課の日程について質問ありませんか。（一同なし）次に、

指導課の日程について質問ありませんか。（一同なし）次に、

生涯学習課、図書館の日程について、質問ありませんか。（一

同なし）次に、スポーツ課の日程について、質問ありません

か。（一同なし）次に、給食センターの日程について質問あり

ませんか。各課からの日程報告について終わります。 
続いて、（２）令和５年度平川市立小・中学校卒業式告辞につい



- 7 - 

  
 
指導課長 
 
教育長 
 
中嶋委員 
 
 
 
 
教育長 
 
 
 
 
加藤委員 
 
清藤委員 
 
学校教育課長 
 
 
教育長 
 
 
加藤委員 
 
清藤委員 
 
教育長 
 
清藤委員 
 
学校教育課長 
 

て、指導課長に説明をお願いいたします。 
 
（令和５年度平川市立小・中学校卒業式告辞について説明。） 
 
ただいまの説明に対して、質問ありませんか。 
 
今年度印象に残ったエピソードを告辞の中盤に盛り込みなが

ら、これまでの検討内容もコンパクトにまとめられており、小

学校、中学校で内容の難易度も工夫されており、とても良いと

思います。 
 
他にありませんか。（一同なし）ないようですので、次に、（３）

令和５年度平川市立小・中学校卒業式日程について、中学校か

ら順に担当する委員の皆様を決定したいと思います。希望する

学校はありますか。 
 
碇ヶ関中学校をお願いします。 
 
尾上中学校をお願いします。 
 
昨年は葛西委員が平賀西中学校へ行っております。工藤委員が

本日欠席のため、後日確認したいと思います。 
 
続いて小学校を決めたいと思います。９校あるので、１人２校

程度お願いしたいです。 
 
碇ヶ関小学校をお願いします。 
 
猿賀小学校をお願いします。 
 
日程がずれていますので、もう１校いかがでしょうか。 
 
金田小学校をお願いします。 
 
昨年は、工藤委員が金田小学校へ行っております。葛西委員は

小和森小学校へ行っております。 
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教育長 
 
学校教育課長 
 
 
加藤委員 
 
 
清藤委員 
 
教育長 
 
 
清藤委員 
 
学校教育課長 
 
 
教育長 
 
 
 
 
指導課長 
 
教育長 
 
 
 
 
清藤委員 
 
 
教育長 
 

 
葛西委員に小和森小学校をお願いしましょう。 
 
昨年は、委員の皆様に１校ずつ担当していただき、残りを教育

長、事務局長、学校教育課長、指導課長で対応しました。 
 
工藤委員が自動車の運転ができないことから、尾上地区の方が

行きやすいのではないかと思います。 
 
では、金田小学校を工藤委員へお願いしたいです。 
 
金田小学校を工藤委員とし、代わりに、大坊小学校、松崎小学

校はいかがでしょうか。 
 
松崎小学校をお願いします。 
 
本日欠席の委員の方々もいらっしゃるので、その方々の都合を

伺いながら残りを事務局で対応したいと思います。 
 
今のところ未定となっているところが、大坊小学校、柏木小学

校、竹館小学校、平賀東小学校であり、事務局で対応します。 
続いて、（４）令和６年度平川市立小・中学校入学式祝辞につ

いて、指導課長に説明をお願いいたします。 
 
（令和６年度平川市立小・中学校入学式祝辞について説明。） 
 
ただいまの説明に対して、質問ありませんか。（一同なし）な

いようですので、次に（５）令和６年度平川市立小・中学校入

学式日程について、卒業式と同じ学校を担当することでよいで

しょうか。 
 
入学式は日程が同じため、２校は厳しいので配慮をお願いしま

す。 
 
清藤委員は猿賀小学校をお願いします。松崎小学校は未定とし

ておきます。 
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指導課長 
 
教育長 
 
 
給食センター

所長 
 
教育長 
 
清藤委員 
 
 
給食センター

所長 
 
清藤委員 
 
 
教育長 
 
加藤委員 
 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
 

それでは、（３）その他　ということで教育委員含め皆様から

何かありませんか。 
 
（総合学力調査について説明。） 
 
ただいまの説明に対して、質問ありませんか。（一同なし）な

いようですので、他に何かありませんか。 
 
（給食費の改訂について説明。） 
 
 
ただいまの説明に対して、質問ありませんか。 
 
学校給食センター運営委員会は、どのようなの立場の人たちか

ら成るのか、メンバーをお知らせください。 
 
学校長２名、知識経験者、市の総務部長、診療所事務長、連合

ＰＴＡ会長等１０名からなります。 
 
給食費値上げを負担することとなる保護者もメンバーに入って

おり、その方々からは値上げへの不満はなかったのですね。 
 
他に何かありませんか。 
 
適正配置計画について、子どもたちがよりよく学ぶ環境を整え

るために適正配置を行っていると思うのですが、明らかに適正

ではない碇ヶ関小・中学校について、これからの考えがあるの

かお知らせください。地理的に離れていることや、校舎を立て

直したばかりではありますが、将来的に子どもの数がゼロにな

るのをただ待つだけなのでしょうか。 
 
次の段階として、松崎小学校と小和森小学校の統合が考えられ

ると思います。中学校についても、将来的には平賀西中学校、

平賀東中学校の統合の可能性があります。それが５年後、１０

年後、本当に平賀西中学校、平賀東中学校の統合だけでいいの

か、尾上中学校も統合すべきではないかという意見が出てくる
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指導課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加藤委員 
 
 
 
 
 
 
 
教育長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と思います。そうなったときに、碇ヶ関小・中学校についても

どうすべきか検討されると思います。現段階では碇ヶ関小・中

学校について踏み込んで検討されておりません。平成２１年度

に再編計画を検討した際は、碇ヶ関小・中学校の児童生徒をバ

スで送迎する案が出ていたようです。児童生徒数の推移を見込

んではおりますが、その通りにならないと思われますので現状

を踏まえて検討していくことになるでしょう。 
 
碇ケ関地区については、バスで平賀地域まで移動することが、

小学校低学年の子どもたちの負担を考えると現実的ではないと

いう話があったと記憶しております。少人数の課題を補う方法

としては、ＩＣＴでつなぐことによって、一緒に授業を受けた

り、離れていても同じような活動をしたりすることができま

す。方法を工夫することによって、少人数のマイナス部分を補

っていくことはできると考えています。指導課としては、各学

校には授業を配信するするようなシステムもそろっており、今

後も学校の要望などを支援できるようにしていきます。 
 
アンケートの中には、人口を増やす政策をしてほしいという意

見がありましたので、期待したいと思います。 
次に、中学校の部活動について、「むつかつ」が話題となって

おり、遠い地域に住んでいる生徒をバスで送迎し放課後の活動

を支援しているようです。そういったことは学校が主体となっ

て行うのか、市が主体となって行うのか、現時点の考えをお知

らせください。 
 
私が記憶している「むつかつ」は、陸上部が曜日を決めてむつ

市の陸上競技場に集まって合同練習を行っているようです。そ

こで遠方からの中学生にはバスで送迎しているようです。サッ

カーもそれらしきことを行っておりますが、やはりほとんど、

８割程度が学校主体の部活ベースで行われているようです。文

化部については、文化協会で子どもたちを週に１、２回集めて 
茶道、習字、料理クラブ、ダンス、そういったものを学校の先

生ではなく地域の人たちに呼びかけて募り、遠方からはバスを

出していたと記憶しております。まだ８割ほどは学校主体で動

いており、できないことはないですが、学校から切り離すとい
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うのは現実的にかなり難しいと思います。こちら、津軽の地域

で動いているところはまだないです。来年度からは、競技によ

って大会の参加方法が変わってきますので、中体連に学校から

でもクラブチームからでも出場することができます。練習主体

やチームをどう作り上げるかは学校から切り離すことは受け入

れるチームがないとできませんので親の負担も増えるし、お金

もかかるしクリアしなければならない課題があまりにも多すぎ

ます。都会は受け入れるクラブチーム、サッカー、バスケット

ボールの下部組織がありますが、地方は遅れていますし、これ

からも難しいのでは思います。 
 
来年度から、中体連にクラブチームからでも参加できるように

なると聞いています。ただ、流動的で、何をするにも無償では

できませんし、現在、学校教育課で部活動アンケート調査を行

っておりますので、その内容も見ながらひずみが生じないよ

う、良い方向に進めて行くことが一番大切かなと思っておりま

す。 
 
吹奏楽部以外の文化部となりますと、総合文化部となっており

部活動への全員加入で仕方なく選んでいる部分が大きいのかな

と思います。吹奏楽以外の文化活動となると、個々の対応が大

きくなるのではないかと思います。そうでなければ、近隣市町

村と連携することになると思います。 
 
他に何かありませんか。（一同なし）ここで５分ほど休憩をは

さみ、午後３時５０分から再開します。 
 
（休憩） 
 
会議を再開いたします。 
それでは、議案第６号　県費負担職員の人事異動について議題

とします。非公開のため、委員及び説明者以外の者に退出を求

めます。 
 
（非公開） 
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 （非公開終了） 
 
最後に、他に何かありませんか。（一同なし） 
３月の定例会についてお知らせします。３月の定例会は、３月

２６日午後２時からこの場所で開催することとします。 


